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○地域で作成し、貼り付けます。
※ 学区内の町会別または町丁目別人口、世帯数。 

① 地域概況

3



○京都市では、地震の際の水道施設の損傷等により、生活のための水が不足した場合
に備えて、市民の皆様が所有されている井戸を「災害時協力井戸」として登録し、
災害時に地域の皆さんに生活水（洗濯、掃除、トイレに使用する水です。飲料用の
水ではありません。）として井戸水を提供していただく制度を、平成 16 年 12 月
にスタートさせ、多くの市民や事業者の方等に登録いただいています。

◆◆ 「災害時協力井戸の家」として登録された住宅 ◆◆ 

○地域の「災害時協力井戸」を事前に確認し、参考資料「①地域概況」（3 ページ）
に記載してください。

○登録されている家のリストを、地元の自主防災会へお渡ししています。
○また、およその場所は、 京都市 Web 版ハザードマップ（土砂災害、水害、地震

の全てのページから御確認いただけます。）でも御覧いただけます。

② 災害時協力井戸

この標識がついています。 

ポイント 

解 説 

《京都市防災ポータルサイト》 

http://www.bousai-kyoto-city.jp/bousai/
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□□学区地図 

 

         Ａ町内会（自主防災会）集合場所 
 

 

 

    ☆○○小学校 
 
 
 
 

 Ｂ町内会（自主防災会）集合場所  

 
 
 
 

Ｄ町内会（自主防災会）集合場所 

 
 

☆○○中学校 

 
 

＊地域の集合場所＊ 

○ 地域で作成し、貼り付けます。 
※ 学区内の各「地域の集合場所」位置図、避難ルート、

避難所一覧と位置図、該当町内会一覧等の明記。 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

避難所 該当町内会 
（自主防災会） 

○○小学校 Ａ町内会 
（自主防災会） 
Ｂ町内会 
（自主防災会） 
Ｃ町内会 
（自主防災会） 

○○中学校 Ｄ町内会 
（自主防災会） 
 

○○ 
 

 

③ 地域の集合場所・避難所位置図 
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＊施設管理者の連絡先＊ 

○ 施設管理者代表[            ]（連絡先         ） 
※ 毎年必ず確認しておきましょう。 

＊施設管理者の在中(勤務時間)状況＊ 

○ 平日：               
○ 休日： 

 
 ⑤ 避難所開設セットの使い方 

  
  

○ 各避難所に配置されている運営資
機材・感染拡大防止対策用物品等
は、次ページの一覧のとおりです。 

○ 避難所開設セット（次ページ⑩）に
は、a～r の物品が入っています。 

 
 
 
 
 
 

ポイント 

④ 施設管理者の連絡先 

  
 

◆◆ レイアウトでの利用例 ◆◆ 

① 床にテープをはり、通路等の位置をレイア
ウトします。 

② ブルーシートを敷きます。 
③ 立入禁止箇所等を紙に書いて表示します。 
④ トイレ等を掲示します。 

 
◆◆ 受け入れ時の利用例 ◆◆ 

① 咳が出る等の症状がある避難者にマスクを装着してもらう等、配慮します。 
② 役割分担が分かりやすいように簡易ゼッケンをつけます。 

 

解 説 

 

※ 避難所開設セット位置図を地域で作成
し、貼り付けます。 
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①非常用発電機 
（カセットボンベ式） 

②可搬式照明器具 
（照明器具本体、専用三脚） 

③コードリール ④屋内用 
間仕切りテント 

⑤屋内用 
パーティション 

① 280MHz デジタ
ル同報無線 

⑧MCA アドバンス 
無線 

⑦テレビ受信用アンテナ 
及びアンテナケーブル 

⑥LED ランタン 
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◆◆ アクションカード ◆◆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
⑥ アクションカードの活用 

《アクションカード（ひな形）》 

http:// …… ※京都市 HP 等に掲載予定（リンク差替予定） 

 

差替予定 

  
 

○ アクションカードは、災害対応を行うに当たり、防災知識がなく、災害対応に不
慣れな方が避難所に駆け付けた際に、周りにいる方と協力しながら、カードに示
す内容を実施することで、初期対応として、必要最低限な活動を行えるようにな
るツールです。 

○ 各避難所でアクションカードを作成し、避難所開設セット等と一緒に準備しておく
ことで、発災当初の初期対応が円滑に行えます。ひな形を参考に必要に応じて避難
所ごとにアレンジするなどして作成し、発災時に向けて備えておきましょう。 

ポイント 

解 説 
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○ 京都市では、断水時でも衛生的なトイレを確保できるよう、災害用マンホールト
イレを整備しています。 

○ 災害用マンホールトイレは、下水道に直結した複数のマンホールを避難所等に設置
しておき、災害時にマンホール蓋を開けてトイレとして利用できるシステムです。 

○ あらかじめ便槽となる管を地中に布設し、一定間隔で縦管とマンホール蓋が設け
られています。便槽の管内に一定の水を貯留しておき、1 日に 1 回程度、下流に
設置したゲートを開くことにより、溜まった汚物（し尿）を下水道本管に排出し
ます。貯水槽には、3 日分の水の容量を確保しており、便槽分の貯水槽と併せて
4 日分の排出が可能です。 

○ 災害用マンホールトイレを使用時には、①トイレ用マンホール蓋を開け、②マン
ホールトイレ上屋を組み立て、マンホールの上に設置します。上屋の組み立て方
については、保管されている箱の中に説明書があります。 

○ トイレ用マンホール蓋の開け方は、種類によって必要な道具や手順が異なり、本章
「マンホールトイレ蓋の開け方（例）」（11 ページ）のようなパターンがあります。 

ポイント 

  
         
◆◆ マンホールトイレ概要 ◆◆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

解 説 

 

《災害用マンホールトイレについて》 

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000271866.html 

⑦ 災害用マンホールトイレの仕組み 
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◆◆ マンホールトイレ蓋の開け方（例） ◆◆ 
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○ 手書きでの作成が基本になると思われますが、五十音順の並べ替えや目的別の一
覧表の作成等が必要になることもあります。 

 
 

◆◆ 避難所で名簿を作成する場合 ◆◆ 

○ 避難者名簿 
町単位で「避難者名簿」を作成します。安否確認を容易にするため、他地域か
らの避難者については別に名簿を作成します。 
各種様式「②町（町内会）別避難者名簿」（53 ページ）を参照してください。 

○ 在宅避難者名簿 
各種様式「③在宅避難者名簿」（54 ページ）を参照してください。 

○ 帰宅困難者名簿 
地域住民とは別に名簿を作成します。 
各種様式「④帰宅困難者名簿」（55 ページ）を参照してください。 
 
 
 
 
 

 

◆◆ 事前に地域住民の名簿を作成している場合 ◆◆ 

○ 事前に作成している名簿（京都市消防局「自主防災会 防災行動マニュアルガイ
ドライン」に基づき作成したもの等）に基づいて、避難者、在宅避難者の確認を
して避難者名簿、在宅避難者名簿を作成します。 

 
 

 

解 説 

 

帰宅困難者とは 

＊ 勤務先や学校で災害にあい、自宅へ帰ることが困難になった者 
＊ 外出先、旅行先で災害にあい、自宅へ帰ることが困難になった者 

  
 

○ 地域での安否確認、避難者への物資・食料等の配給、外部からの問い合わせ等へ
対応するため、「避難者名簿」等はできるだけ早く作成する必要があります。 

○ 避難者へ、各種様式「⑤避難所入退所届」（56 ページ）の記入を依頼し、名簿の
作成を進めます。 

ポイント 

⑧ 名簿づくりの進め方 
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◆◆ 避難所（避難場所）の開設時 ◆◆ 

○ 平常時の手続は不要ですが、避難所（避難場所）を
開設した場合、保険会社に対し、事故等の有無に
かかわらず、全ての避難場所等運営従事者（保険
の対象となる方）の「従事人数」及び「従事日数」
の報告が必要となります。 

○ 様式集「⑲従事者報告書」（80 ページ）に必要事項
を記載し、避難所（避難場所）の運営に従事する京
都市の担当者（区役所等職員）にお渡しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆◆ 事故発生時の対応 ◆◆ 

○ 従事中に万一事故等が起こってしま
った場合、速やかに避難所（避難場
所）の運営に従事する京都市の担当
者（区役所等職員）又は区役所・支
所に報告してください。ただし、不
測の事態により、担当者による聞取
りが困難な場合は、事故の当事者等
から区役所・支所に直接連絡してく
ださい。 

 

 

 

 

解 説 

 

「従事者報告書」の提出はなぜ必要？ 
＊ 京都市から保険会社に対して支払う保険料は、避難所等運営従事者の「従事人数」及び「従

事日数」に基づき算定されることから、これらの内容を「従事者報告書」に記載いただき、
提出をお願いしています。 

 

「従事日数」の考え方は？ 
＊ 午前０時から午後１２時までの２４時間を１日とします（暦日数で計算）。 
＊ 例１：午前９時から午後１２時まで避難所の運営に従事した。＜従事日数１日＞ 
＊ 例２：午後１０時から翌午前７時まで避難所の運営に従事した。＜従事日数２日＞ 
＊ 例３：午前７時から午前１０時まで避難所の運営に従事した後、避難場所運営と無関係な

用事をしに一時的に自宅に戻り、再び午後３時から午後９時まで避難所の運営に従事した。
＜従事日数１日＞ 

事故発生時の報告事項 
【傷害保険】 
①事故発生の日時・場所 
②事故の原因・状況・傷害の程度 
③ケガ等をされた方の氏名・住所・連絡先・
年齢など  
【損害賠償保険】 
①事故発生の日時・場所及び事故の状況並び

に被害者の住所及び氏名又は名称 
②事故の状況等について証人となる者の住所

及び氏名又は名称（ある場合） 

  
 

○ 指定避難所（指定緊急避難場所）は、基本的に地域コミュニティと集まった避難
者が避難所運営マニュアルに沿って開設・運営を行っていただきますが、運営上
の活動で生じた損害に関する責任は、原則として、本市に帰するものです。（た
だし、故意による場合等、行為者に責任を問うケースもあります。） 

○ 本市では、自主防災会役員等地域の皆様が安心して運営に従事いただけるよう、
万一の事故等に備え、傷害保険及び損害賠償責任保険に加入しています。 

ポイント 

⑨ 指定避難所（指定緊急避難場所）等の運営における責任 
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◆◆ 公共安全モバイルシステム ◆◆   

端末の外観 

 

 

 

 

 

 

 
 

端末を起動する 

 

【端末を起動する】 
② 起動直後の画面となります。

画面下部の  を触ったま
ま、上にスライドすることで
パスワード入力画面に遷移
します。 

【電源をつける】 
① 電源が切れている（電源ボタ

ンを押しても画面がつかな
い状態）場合は、電源ボタン
を 5 秒間長押しすることで、
電源をオンにすることがで
きます。 

※ 電源がオンの場合は、②に進
んでください。 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

○ 京都市では、非常時の通信手段として、防災無線から公共安全モバイルシステム
への順次変更を予定しており、令和 8 年度は市街地では公共安全モバイルシステ
ム（一部地域では MCA アドバンス無線）、令和 9 年度には全市で公共安全モバ
イルシステムに変更します。 

ポイント 

解 説 

 
① スピーカー: 耳を当てることで電話の

音声を聞くことができます。 
② 前面カメラ: 操作者側の写真を撮るこ

とができます。 
③ タッチパネル: 画面の表示に従って端

末を操作できます。 
④ 音量ボタン: 音量の上げ下げができま

す。 
⑤ 電源ボタン: 長押しで電源のオン・オフ

ができます。起動中は 1 回押すことで
画面をオフにできます。 

⑥ 背面カメラ: 端末を向けた方向の写真
を撮ることができます。 

⑦ 背面カバー: バッテリーと SIM カード
が入っています。開けないでください。 

⑧ USB ポート: 充電ケーブルを接続して
充電します。 

 

【パスワードを入力する】 
③ キーパッドが表示されます。

「261009」を入力し「   」
を押すことで端末を起動する
ことができます。 

1.   に触る 
2. 触れたまま上 

にスライドする 

⑩ 非常通信システム操作マニュアル 
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  LINE WORKS を使う 

【メッセージを見る】 

① LINE WORKS を起動する 
ホーム画面上の「LINE WORKS  のアイコ
ン」（上の赤で囲んだ箇所）をタップします。 

② トーク一覧を開く 
LINE WORKS を起動すると上の画面が表示
されます。画面下の「トーク  のアイコン」
（上の赤で囲んだ箇所）をタップします。 
※メッセージを受信している場合は、上の例
のように赤色で数字が表示されます。 

③ メッセージを開く 
やり取りしたことのある人の一覧が表示さ
れますので、確認したい人を選択します。な
お、未読のメッセージがある場合は画面右端
に赤色で数字（上の赤で囲んだ箇所）が表示
されます。 
 
 

④ メッセージを見る 
最新のメッセージは一番下に表示されます。 
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【メッセージを送る】 

 

① メッセージを開く 
メッセージを送りたい人を選択（前頁参照）
し、下の「メッセージを入力」 （上の赤で
囲んだ箇所）をタップすると、キーパッド（上
の黄で囲んだ箇所）が表示されます。 

② メッセージを送る 
送信するメッセージを入力してください。 
メッセージを入力すると、画面中央右端に    
マーク（上の黄で囲んだ箇所）が表示されま
すので、タップすることでメッセージを送る
ことができます。 

③ トークにメッセージを送りたい相手が
いないときは 

LINE WORKS 右下の「アドレス帳  」（上
の赤で囲んだ箇所）をタップします。 
 

④ メッセージを送りたい人を選択する 
アドレス帳に登録された人の一覧が表示さ
れますので、メッセージを送りたい相手を選
択します。 
選択すると上記の画面が表示されますので、
チャットを行う場合は「トーク  」（上の赤
で囲んだ箇所）を押してください。 
※遷移した画面の操作方法は、上記①②参照 
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【LINE 電話をかける】 

 

① LINE 電話をかけたい相手を選択する 
メッセージ画面から電話をかける場合は、画面右上の  マーク（上の赤で囲んだ箇所）を
タップします。 
アドレス帳に登録された人の一覧から相手を選択し電話をかける場合は、アドレス帳（上の
赤で囲んだ箇所）から相手を選択します。選択すると上記の画面が表示されますので、「無料
通話  」（上の黄で囲んだ箇所）をタップしてください。 
※タップした後の操作は当頁②③参照 
 
 

② 電話の方法を選択する 
無料通話かビデオ通話を選択する画面（上の
赤で囲んだ箇所）が表示されますので、使い
たい方法を選択してください。  
 無料通話 ：音声のみ 
 ビデオ通話：音声と動画 
 

③ 通話を開始する 
「モバイルデータ通信で接続すると通信料
が発生することがあります。」と表示された
場合は「OK」（上の赤で囲んだ箇所）をタッ
プします。 
選択すると上記の画面が表示され、相手を呼
び出します。相手が応答すると通話が開始さ
れます。 
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【LINE 電話に出る】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

電話アプリを使う 

【電話をかける】 

 

① LINE 電話がかかってきたときは 
画面上に通知が表示されますので（上の赤で
囲んだ箇所）、応答する場合は       
を、応答しない場合は      をタップ
してください。 
 
 

② LINE 通話に応答する場合 
「モバイルデータ通信で接続すると通信料
が発生することがあります。」と表示された
場合は「OK」（上の赤で囲んだ箇所）をタッ
プします。 
選択すると上の画面が表示され、通話が開始
されます。通話を終了したい場合は、「終了」
（上の黄で囲んだ箇所）をタップします。 
 

① 電話を起動する 
電話を起動すると上の画面が表示されます。 
右下の「電話帳    」（上の赤で囲んだ箇所）
を押してください。 
 
 
 
 

② 電話を起動する 
ホーム画面上の「  」のアイコン（上の赤
で囲んだ箇所）をタップします。 
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③ 相手を選択する 
電話をかけたい相手を選択します。 
 
 
 
 

④ 電話をかける 
相手を選択すると上の画面が表示され、通話
ボタン （上の赤で囲んだ箇所）を押すこと
で電話を開始します。発信すると右側の画面
となります。 
 
 
 
 

＊ 電波状況が悪く電話をかけることができないときは、以下の手順で「電話番号の

切り替え」をお試しください。 

 
 
 

電話アプリのダイヤル画面から、ダイヤル上
部のボタン（上の赤で囲んだ箇所）をタップ
し、発信する電話番号を切り替えます（上の
黄で囲んだ箇所） 。 
 
 
 
 
 

ダイヤル上部のボタン（上の赤で囲んだ箇
所）の携帯会社が変わっていることを確認
し、電話をかけます。 
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【電話に出る】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【写真・動画を撮る】 

＊ 写真や動画の撮影は、ホーム画面の「📷📷」で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 電話に出る 
着信時は、左の画面に自動で切り替わります
ので、「     」のアイコン（上の赤で
囲んだ箇所）をタップすることで電話に出る
ことができます。 
※ 電話に出たくない場合は、 
「     」 （上の黄で囲んだ箇所）の
アイコンを押してください。 
 
 
 

② 電話を切る 
電話を切る場合は、画面下部「  」のアイ
コン（上の赤で囲んだ箇所）をタップします。 
 
 
 
 

① カメラを起動する 
ホーム画面上の「カメラ   」のアイコン
（上の赤〇で囲んだ箇所）をタップします。 
 
 
 
 
 
 

② 写真を撮る 
被写体にカメラを向けた状態で、シャッター
（上の赤で囲んだ箇所）をタップすると写真
を撮ることができます。 
また、ビデオ（上の黄で囲んだ箇所）を押す
ことで動画撮影モードに切り替えることが
できます。 
※撮影方法は写真と同じ。 
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＊ 写真や動画は、LINE WORKS で送ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その他の機能 

＊ ホーム画面に配置された各

アイコンから様々な機能が

利用できます。 

 
 

① LINE WORKS のトークを開き、写
真を表示する 

トーク画面から   マーク（上の赤で囲ん
だ箇所）をタップすると、端末に保存された
写真一覧が表示されます。 
※ LINE WORKS のトーク画面への進み方

は P3～4 参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 写真を選択し、送信する 
写真の右上の○(上の赤で囲んだ箇所）をタッ
プし、送りたい写真を選択します。複数選択
することも可能です。選択後、送信（上の黄
で囲んだ箇所）をタップすることで写真を送
ることができます。 
送信が完了するとトーク画面内に送信した
画像ファイルが表示されます。 (上の赤で囲
んだ箇所） 
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 災害用伝言ダイヤル        を使う 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 携帯電話会社の災害用伝言板サービスを使う 

（出典：NTT 西日本ウェブサイト「災害用伝言ダイヤル（171）クイックマニュアル」） 

171 

⑪ 伝言ダイヤルの使い方 
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生活
せいかつ

時間
じ か ん

などのこと 
Please notes the following: 

○点
てん

灯
とう

は 6:00、消灯
しょうとう

は 21:00 
Lights on at 6:00, lights out at 21:00 

 

○朝
あさ

の食 料
しょくりょう

の配布
は い ふ

は 7:00から 
Breakfast will be distributed at 7:00 

 

○20：00に点呼
て ん こ

 
Roll call at 20:00 

 

○ 

 
 

避難所
ひなんじょ

の施設
し せ つ

のこと 
About evacuation shelter 

○「立入禁止
たちいりきんし

」場所
ば し ょ

には入
はい

らない 
Do not enter "No Entry" areas 

 

○トイレは決
き

められた場所
ば し ょ

を使
つか

う 
Use the toilets in designated areas  

○靴
くつ

はポリ袋
ぶくろ

に入
い

れて運
はこ

びましょう 
Carry your shoes in a plastic bag 

 
○ 
 

運営
うんえい

 
operation 

○掃除
そ う じ

当番表
とうばんひょう

 
Cleaning duty roster 

 

○自主的
じしゅてき

に避
ひ

難所
なんじょ

運営
うんえい

に参加
さ ん か

しまし

ょう 
Actively participate in evacuation 
shelter management 

 

○ 

 
 

避難所
ひ な ん じ ょ

生活
せいかつ

のルール
の る ー る

 
Rules for living in an evacuation shelter 

 

 
 

＊避難所生活のルールの周知＊ 

○ 避難所生活において、避難者の方に守ってもらいたい
ルールについては、必要事項を話し合い決定します。 

○ 必要事項を記入し、情報掲示板に掲示、放送等で周知
します。 

 

＊掲示例（イメージ）＊ 

 
 

  
 
 
 
 

※掲示する際は、重要ポイントを赤字にする、アンダーラインを引く等工夫しましょう。 

衛生
えいせい

管理
か ん り

 
Hygiene management 

○手
て

洗
あら

い、うがいを徹底
てってい

しましょう 
Wash your hands and gargle regularly  

○残飯
ざんぱん

やごみは分別
ぶんべつ

して決
き

められた

場所
ば し ょ

に捨
す

ててください 
Please short out your leftovers food 
or garbage at designated areas. 
 

○配給
はいきゅう

や配
はい

食
しょく

は食べられる分
ぶん

だけ

もらうようにしましょう 
Take as much rations as you can eat.  

○残
のこ

り物
もの

は捨
す

てましょう 
Throw away your leftovers  

 
 

○ 

⑫ 避難所生活のルール 
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通常用の消毒液の作り方        汚染がひどい場所用の消毒液の作り方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 通常は 0.02％の消毒液を使用し、嘔吐物が付いた床等の汚染がひどい場合は

0.1％の消毒液を使用してください。 
○ 誤って消毒液を飲まないように、ラベルを貼るなどの注意をしてください。 
○ 消毒液は、時間が経つにつれて効果が減少していきます。使用直前に作成し、冷

暗所に保管のうえ、早めに使用するようにしてください。 
○ 消毒液を使用するときは十分な換気を行い、他の酸性の洗剤や消毒液とは絶対に

混ぜないでください。 
○ ビニール手袋等を使用して皮膚に直接消毒液が触れないようにしてください。 
○ 金属に使用した場合は、さびることがあるので、消毒後、水で洗い流すか、拭き

取るようにしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

○ 消毒液は、家庭にある次亜塩素酸ナトリウム原液を水で希釈して作れます。（下
記は５％原液を使用する場合） 

ポイント 

解 説 

 

⑬ 消毒液の作り方 
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＊災害時に高齢者の肺炎( 誤
ご

嚥
え ん

性肺炎 )が増加します＊ 

○ 大規模災害が発生し、被災者の避難所生活が長引くと、口の中の細菌を唾液や時
に食物と一緒に誤嚥( 吸引 )し被災高齢者の肺炎が増加します。 

＊ 長期の水不足による口腔清掃不良 
＊ 口腔清掃不良による口の中の細菌を増殖→感染源となる細菌が増える。 
＊ 長期にわたる避難所生活による体力の低下→誤嚥を誘発 
＊ 精神的ストレス等による免疫力の低下 

 誤嚥性肺炎が多発  
 

＊避難常備品＊ 

○ 歯ブラシ（家族分、子どもは子ども用）や歯みがき剤及び、水がなくても大丈夫
なように液体歯みがきを常備しましょう。 

○ 入れ歯は日常の食生活を維持するために重要ですので、避難時には必ず持ち出し
ましょう。ペーパー歯みがきや入れ歯洗浄液や保管ケースも忘れずに。 

※ 大規模災害時には入れ歯の作製が、しばらく不可能となる可能性があります。 
 

＊避難所での口腔ケアのポイント＊ 

○ 食事を終えたら、歯みがきやブクブクうがいを行い、歯や口の清潔を保ちましょう。 
○ 取りはずしのできる入れ歯も、清掃・洗浄し清潔を保ちましょう。 
○ 御自身で口腔ケアが困難な方は、御家族や介護にあたる周囲の方が歯や口、入れ

歯の清掃・洗浄を行ってください。 
○ 避難所では、洗面所（歯みがきスペース）を確保しましょう。 

 

熊本地震・能登半島地震における震災関連死の実態 

＊ 平成28年に発生した熊本地震では273人の死者・行方不明者が発生（令和4年11月11日時点） 
「直接死」：家屋の倒壊による圧死や窒息死等・・・50 人 

豪雨による二次災害死・・・5 人 
「関連死」：震災後の避難生活中の死・・・218 人（総死亡者の約 8 割） 

※ 発災 3 か月以内に亡くなられた人は 177 人（内訳 約 8 割） 

＊ 令和 6 年に発生した能登半島地震では 587 人の死者が発生（令和７年 5 月 13 日時点） 
「直接死」：家屋の倒壊による圧死や窒息死等・・・223 人 
「関連死」：震災後の避難生活中の死・・・364 人（総死亡者の約 6 割） 

※ 「関連死」のうち 105 人（内訳 約 6 割）は呼吸器系（肺炎、気管支炎など）・
循環器系（心不全、くも膜下出血など） 

⑭ 避難所における口腔ケア 
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＊避難に関して＊ 

 避難行動等の特徴 避難誘導時の配慮事項 

視
覚
障
害
の
あ
る
人 

○ 被害の状況を知ることができない。（視覚による
緊急事態の察知が不可能な場合が多い。） 

○ 災害時には、住み慣れた地域でも状況が一
変し、いつもどおりの行動ができなくなる。 

 

○ 日常の生活圏外では、介護者がいないと
避難できないため、避難誘導等の援助が
必要である。 

○ 日常の生活圏であっても災害時には環境
の変化から認知地図が使用不能となる場
合があることに配慮する。 

○ 白杖等を確保する。 
○ 安否確認及び避難所への歩行支援を行

う。 
 

聴
覚
障
害
の
あ
る
人 

○ 音声による情報が伝わらない。（視覚外の異
変・危険の察知が困難。音声による避難誘
導の認識ができない。） 

○ 緊急時でも言葉で人に知らせることが難しい。 
○ 外見からは障害のあることが分からない。 

○ 手話や文字情報によって状況説明を行い
避難所等へ誘導する。（筆記用具等を用意
しておく。） 

○ 聴覚障害があることを伝えること自体が難
しい可能性があることを理解しておく。 

 

言
語
障
害
の
あ
る
人 

○ 緊急時でも言葉で人に知らせることが難しい。 
○ 外見からは障害のあることが分からない。 

○ 手話や文字情報によって状況説明を行い
避難所等へ誘導する。（筆記用具等を用意
しておく。） 

○ 言語障害があることを伝えること自体が難し
い可能性があることを理解しておく。 

 

肢
体
不
自
由
の
あ
る
人 

○ 自分の安全を守ることが難しい。 
○ 自力で避難することが難しい。 

○ 自力で避難することが困難な場合には、
車いすやストレッチャー等の移動用具等
を確保することが望ましいが、移動用具
等が確保できない場合には、担架やリヤ
カーの使用、おんぶ等により避難する。 

⑮ 要配慮者の特性ごとの対応 
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 避難行動等の特徴 避難誘導時の配慮事項 

内
部
障
害
の
あ
る
人 

○ 自力歩行や素早い避難行動が困難な場合が
ある。 

○ 外見からは障害のあることが分からない。 
○ 心臓、腎臓、呼吸器等に機能障害があり、人

工透析等医療的援助が必要な場合がある。 
○ 医薬品を携帯する必要がある。 
○ 常時医療機材（人工呼吸器、酸素ボンベ等）

を必要とする人がいる。 

○ 常時使用している医療機材を確保するほ
か、医薬品を携帯するとともに、自力で
避難することが困難な場合には、車いす
やストレッチャー等の移動用具等を確保
することが望ましい。移動用具等が確保
できない場合には、担架やリヤカーの使
用、おんぶ等により避難する。 

知
的
障
害
の
あ
る
人 

○ 急激な環境の変化に順応しにくい。 
○ 一人では理解や判断することが難しく（緊急

事態等の認識が不十分な場合）、環境の変化
による精神的な動揺が見られる場合がある。 

○ 一人でいるときに危険が迫った場合に
は、緊急に保護する。 

○ 災害の状況や避難所等の位置を短い言葉
や文字、絵、写真等を用いてわかりやす
く説明する。必要に応じて誘導する。 

○ また、動揺している場合には、日常の支
援者が同伴する等して、気持ちが落ち着
くよう支援することが大切である。 

精
神
障
害
の
あ
る
人 

○ 災害発生時には、精神的動揺が激しくなる
場合がある。 

○ 自分で危険を判断し、行動することができ
ない場合がある。 

○ 普段から服用している薬を携帯する必要が
ある。 

○ 災害の状況や避難所等の位置を伝えると
ともに、必要に応じて無理のないやり方
で誘導する。 

○ また、動揺している場合には、時間をと
り気持ちが落ち着くよう支援することが
大切である。 

認
知
症
の
人 

○ 日時や場所、人物などがわからなくなるこ
とがある。 

○ 言葉が出てこなかったり、意味を理解でき
ないことがある。 

○ 急激な環境の変化への対応が難しい。 
○ 被災したために、自宅とは違う見慣れない

場所に避難しているということを理解でき
なかったり、忘れてしまったりすることが
ある。 

○ 動揺している場合は、日常の支援者が同
伴する等して、気持ちが落ち着くよう支
援することが大切である。 
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＊情報伝達、避難生活に関して＊ 

 特徴的なニーズ 情報伝達の際の配慮事項 避難生活における配慮事項 

視
覚
障
害
の
あ
る
人 

○ 視覚による緊急事態等
の覚知が不可能な場合
や瞬時に覚知が困難な
場合が多いため、音声に
よる情報伝達及び状況
説明が必要である。 

○ 役所からの広報、その他生活
に関する情報等が来た時に
は、必ず知らせる。 

○ 分かりやすい口調で伝える。 
○ 音声情報で複数回繰り返す。 
○ 点字や拡大文字のほか、指点

字や触手話、指文字、手のひ
ら書き等、一つないし複数の
組み合わせでコミュニケー
ションをとり情報提供に努
める。 

○ 盲ろう者通訳・介助員を避難
所等に派遣する。 

○ 避難所内の案内を行う。特
にトイレや水道等の場所
確認のための誘導を行う。 

○ 仮設トイレを屋外に設置
する場合は、壁伝いに行く
ことができる場所に設置
する等、移動が容易にでき
るよう配慮する。 

聴
覚
障
害
の
あ
る
人 

○ 音声による避難・誘導の
指示が認識できないた
め、手話・要約筆記・文
字・絵図等を活用した情
報伝達及び状況説明が
必要である。 

○ 重視聴覚障害のある人の
場合には、さらに併せ持
つ障害に応じたニーズが
あることに留意する。 

○ コミュニケーション手段を
本人にまず確認する。 

○ 正面から口を大きく動かし
て話す。 

○ 文字や絵を組み合わせた筆
談で情報を伝える。（常時筆
記用具を用意しておく。） 

○ 盲ろう者通訳・介助員・手話
通訳者及び要約筆記者を避
難所等に派遣する。 

○ 掲示板、ファクシミリ、Ｅメ
ールを活用した情報提供を
行うとともに、文字放送専用
テレビを避難所に設置する
ことに努める。 

○ 聴覚障害があることを伝え
ること自体が難しい可能性
があることを理解しておく。 

○ 聴覚障害がある人の中には、
筆談を苦手とする人がいる
ことを理解しておく。 

○ 伝達事項は、紙に書いたり
タブレット端末等を活用
して知らせ、相手が理解し
ているか、確認しながら伝
達する。また、手話ができ
なくても、空書（文字や数
字を空間に書く）や五十音
の指文字でコミュニケー
ションを取れる場合があ
ることを知っておく。 

○ 筆談だけで十分と考えず、
積極的に盲ろう者通訳・介
助員及び要約筆記者を活
用する。 

○ 派遣された手話通訳者、要
約筆記者等にも協力を求
める。 

言
語
障
害
の
あ
る
人 

○ 自分の状況等を伝える
際の音声による会話が
困難であるため、手話・
筆談等による状況把握
が必要である。 

○ 言語障害があることを伝え
ること自体が難しい可能性
があることを理解しておく。 

○ 言語障害がある人の中には、
筆談を苦手とする人がいる
ことを理解しておく。 

○ 伝達事項は、紙に書いたり
タブレット端末等を活用
して知らせ、相手が理解し
ているか、確認しながら伝
達する。また、手話ができ
なくても、空書（文字や数
字を空間に書く）や五十音
の指文字でコミュニケー
ションを取れる場合があ
ることを知っておく。 

○ 筆談だけで十分と考えず、
積極的に盲ろう者通訳・介
助員及び要約筆記者を活
用する。 

○ 派遣された手話通訳者、要
約筆記者等にも協力を求
める。 
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 特徴的なニーズ 情報伝達の際の配慮事項 避難生活における配慮事項 

肢
体
不
自
由
の
あ
る
人 

○ 自力歩行や素早い避難
行動が困難な場合が多
く、車いす等の補助用具
が必要である。メンテナ
ンスキット（空気入れ、
パンク修理、工具）も必
需品である。 

 ○ 車いすが通れる通路を確
保する。 

○ 家具の転倒防止等の安全
を確認する。 

○ 車いす用のトイレを確保
する。 

内
部
障
害
の
あ
る
人 

○ 自力歩行や素早い避難
行動が困難な場合があ
るため、車いす等の補助
用具が必要である。 

○ 医薬品や医療機材を携
帯する必要があるため、
医療機関等による支援
が必要である。 

○ ストマ装用者にあって
はストマ用装具が必要
である。（※ストマ用装
具：蓄便袋、蓄尿袋など） 

 ○ 医療機関等の協力により
巡回診療を行うほか、定期
的な治療の継続のための
移送サービスを実施する。 

○ 医療機材の消毒や交換等
のため、清潔な治療スペー
スを設ける。 

○ 食事制限の必要な人の確
認も必要となる。 

○ 薬やケア用品の確保も必
要となる。 

○ ストマ装用者にあっては
トイレや水道等の水洗い
場・補装具置き場等が必要
となる。 

○ 各種装具・器具用の電源確
保が必要となる。（人工呼吸
器の予備電源確保も含む） 

知
的
障
害
の
あ
る
人 

○ 緊急事態等の認識が不
十分な場合や環境の変
化による精神的な動揺
が見られる場合がある
ため、何が起こったかを
短い言葉や文字、絵、写
真等を用いてわかりや
すく伝えて事態の理解
を図るとともに、日常の
支援者が同伴する等し
て、気持ちを落ち着かせ
ながら安全な場所へ誘
導する必要がある。 

○ 具体的に、短い言葉で、分か
りやすく情報を伝える。 

○ 絵、図、文字等を組み合わせ
て、理解しやすい方法で情報
を伝える。 

○ 精神的に不安定になる場合
があることに配慮する。 

○ 環境の変化を理解できず
に気持ちが混乱したり、精
神的に不安定になる場合
があるので、短い言葉や文
字、絵、写真等を用いて避
難所での生活を分かりや
すく伝えて理解を図ると
ともに、日常の支援者が適
切に話しかける等、気持ち
を落ち着かせるように配
慮する。 
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 特徴的なニーズ 情報伝達の際の配慮事項 避難生活における配慮事項 

精
神
障
害
の
あ
る
人 

○災害発生時には、精神的
動揺が激しくなる場合
があるため、気持ちを落
ち着かせることが必要
である。 

○服薬を継続することが
必要な人が多いため、日
ごろから自ら薬の種類
を把握するよう指導す
るとともに、医療機関に
よる支援が必要である。 

○具体的に、分かりやすく簡単
に情報を伝える。 

○精神的に不安定になる場合、
専門的知識のある人に連絡を
とる等配慮する。 

○孤立してしまうことが多い
ため、知人や仲間と一緒に
生活できるよう配慮する。 

○服薬を継続するため、本人
及び援助者は薬の名前、量
を知っておくこと、例えば
お薬手帳等の利用が必要で
ある。 

○関係医療機関との連絡・支
援体制が必要である。 

認
知
症
の
人 

○緊急事態等の認識が不
十分な場合や、環境の変
化による精神的な動揺
が見られる場合がある
ため、日常の支援者が同
伴する等、気持ちを落ち
着かせる必要がある。 

○具体的に、短い言葉で、分か
りやすく理解しやすい方法で
情報を伝える。 

○被災したために、自宅とは
違う見慣れない場所に避難
しているということを理解
できなかったり、忘れてし
まって気持ちが混乱した
り、精神的に不安定になる
場合があるので、日常の支
援者が適宜話しかける等、
気持ちを落ち着かせるよう
配慮する。 

○困難な状況でも、「あなたは
私達とここに居て良い、ひ
とりではない」とのメッセ
ージを発信することが重要
である。 

○食事をしたことを忘れて要
求する等、最近の出来事をす
っかり忘れることがある。 

○身の回りの物の用途がわか
らなくなることがある。 

○服の着替えがうまくできな
いことがある。 

○環境の変化にうまく対応で
きないことがある。 
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 特徴的なニーズ 情報伝達の際の配慮事項 避難生活における配慮事項 

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
の
あ
る
人 

【気管支喘息】 
○ほこり、ダニ、煙（タバ

コ・焚き火・粉塵など）
が発作の引き金になる
ため、マスクの着用が必
要である。 

○犬アレルギーや猫アレ
ルギーがある場合、ペッ
トのフケや唾液などで
症状が誘発されるため、
ペットがいる場所から
離れた場所を確保する。 

○避難所の掃除の時は一
旦退出してもらう必要
がある。 

 
【食物アレルギー】 

○食べることができない
食品があるため、アレル
ギー対応食品を確保す
る。 

○原材料が不明な食品の
摂取を避ける必要があ
る。 

【食物アレルギー】 
○アレルギーがあることを言い

だせない方が多いため、その
都度「アレルギーで食べられ
ないものを教えてください。」
などと積極的に声掛けを行
う。 

○本人または保護者からの食品
表示に関する問い合わせには
正確な情報を提供する。 

【気管支喘息】 
○電動の吸入器（ネブライザ

ー）を使用する場合、電源
が使えるように配慮する。  

【アトピー性皮膚炎】 
○清潔な皮膚を保つことが大

切であるため、水やシャワ
ーを使用できるように配慮
する。  

【食物アレルギー】 
○偏食ではなく、食物アレル

ギーで食べられないという
ことを理解する。 

○アナフィラキシー補助治療
薬（エピペン®）所持につ
いて確認する。 

○アナフィラキシーショック
により急速に重篤な状態に
なることがあるので、様子
がおかしい場合は救急医療
につなげられるよう配慮す
る。 

○アレルギー対応食品が必要
となる。 

※ 避難所のスペース、支援物資等が限られた状況においては、避難者全員、または要配
慮者全員に対する機会の平等性や公平性だけを重視するのではなく、 介助者の有無や
障害の種類・程度、医療的ケアの有無に加え、性別、環境が変わったことによる健康
状態や声の出しやすさ、本人の理解、家族や周囲の状況等、 様々な事情を考慮して優
先順位をつけ、高齢者、障害者等の枠組みにとらわれず、「一番困っている人」から
柔軟に、機敏に、そして臨機応変に対応することが望ましい。 

（出典：内閣府「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針 平成２５年８月（令和６年１２月改定）） 
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＊ペットの受付について＊ 

○ 人とペットの混乱を避けるため、同行避難者用の受付窓口を設置します。 
○ 飼い主が落ち着いて受付できるよう、受付が終わっていないペットを置いてお

く「ペットの一時待機場所」を設けるようにしましょう。 
 

＊ペットの把握・ペット情報の明示＊ 

○ 各種様式「⑮－1 ペット受付票」（68 ページ）に、飼い主とペットの情報を記
載してもらいます。この際、様式集「⑮－2 ペット札」（69 ページ）も併せて
記載してもらい、ケージやキャリーケースに装着してもらいましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊基本ルール順守の説明＊ 

○ 受付で飼い主が守るべき「飼育管理の基本ルール」を周知します。あらかじめ
チラシを準備し、受付時に配布すると良いでしょう。 

 

＊ペット飼育スペースへの移動＊ 

○ 受付後、飼い主とペットを飼育スペースに誘導します。あわせて、一般受付が
必要な場合は、飼い主だけを誘導します。 

 

＊避難所でのペットの管理＊ 

○ 飼い主同士で「飼い主の会」を結成し、協力して世話を行うことで、飼い主の
負担軽減や適切な飼育の徹底を図ります。 

 

＊ペットのための救援物資の管理＊ 

○ ペットに関する物資については、避難所運営協議会の物資班の指示の下、飼い
主の会が数量などの把握や物資の管理を行い、飼い主に分配します。 

 
 

 

受付で聞き取る情報の一例 

＊ 飼育者の住所、氏名及び緊急連絡先。 
＊ ペットの種類と特徴。（名前、性別、毛色、避妊去勢の有無など） 
＊ 犬の狂犬病予防注射の有無、混合ワクチン接種の有無。 
＊ 病気の有無、かかりつけ動物病院など。 
 

※ 詳細は、京都市「ペットの避難どうしよう？」を参照。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200267.html 

 

⑯ 避難所でのペットの受付と管理について 
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＊京都市災害時多言語電話通訳サービスの活用＊ 

○ 京都市災害時多言語電話通訳サービスを利用することで、避難所等の運営者と
来所された外国籍市民等とが電話先の通訳者を介して、コミュニケーションを
とることができます。 

※ 以下の情報は、令和７年度末までのものです。今後、事業の見直し等によりサービスが終
了している場合があります。 

利用可能期間 避難所等の開設期間中、24 時間対応 
利用対象 避難所等に来所された日本語でのコミュニケーションが困難な方及び避難所等の運

営者 
対応言語 23 言語（英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語、

タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、クメール語、ポルトガル語、スペ 
 イン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、モンゴル語、シンハラ語、
ヒンディー語、ベンガル語、ウクライナ語、ウルドゥー語） 

利用料 無料 
その他 ・相談窓口ではありませんので、通訳以外の対応はできません。 

・電話番号は、地域の自主防災会等の災害対応を行う方や市職員のみに通知します。 
問い合せ先 総合企画局国際都市共創推進室（Tel: 075 -222 -3072 / Fax:075 -222 -3055 ） 
  

 

 

 
 
 

 

 
 

＊避難所においての外国人への配慮のポイント＊ 

 ことば 
○ 難しい用語、言い回しに注意しましょう。図やイラストを使用することで、翻

訳しなくても伝えられる場合もあります。 
○ ルビや「やさしい日本語」を使用することにより、外国人だけでなく、子ども

や高齢者等のより多くの人にとってわかりやすいものとなります。 
※ やさしい日本語：普通の日本語よりも簡単な表現で、外国人にもわかりやすい日本語 
○ 避難所内部の施設や、よく使われるフレーズ等を多言語化して掲示、放送する

ことは、日本語を母語としない方の情報収集やルール理解のために必要です。
また、日本語を母語としない方が避難していることを可視化するうえでも重要
となります。翻訳には、「災害時多言語表示シート」を活用しましょう。各種
様式「⑱多言語指さしボード」（74～79 ページ）も活用してください。 

 

 

 

《災害時多言語表示シート》 

○ 避難所内の施設名や簡単なフレーズを多言語で印刷することができる
ツールです。（一財）自治体国際化協会のホームページ
（https://dis.clair.or.jp/）で無料ダウンロードが可能です。 

 

⑰ 外国人対応 
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 習 慣 

○ 日本では当たり前のことが当たり前でない場合もあります。就寝・起床時間等
の生活リズム、声の大きさやトーン等、文化が違えば習慣も違います。 

 

 宗 教 

○ 宗教上食べられないもの、できないこと、しなくてはならないことがあります。
例えば、イスラム教では、お祈りの時間や場所の確保は大変重要で、ラマダー
ン（断食期）の際の食事時間も厳格に定められています。避難所では保障でき
ない場合も多いですが、宗教が生活に不可欠である人達がいるかもしれないこ
とを知っておくことは大切です。 

 

 食 事 

○ 宗教上、食事制限のある人がいます。（例：豚肉、アルコール等） 
○ ベジタリアン（菜食主義者）の方でも色々なパターンがあります。（例：卵や

魚も食べる人もいれば、魚でとった出汁も駄目という人もいます） 
 

 必要とする情報 

○ 世界には地震のない国もあり、パニックに陥ることも想定されます。冷静に正
確な状況判断のための情報や知識を伝えることが必要となります。 

○ 大使館、領事館、自国への連絡方法、在留資格に関する手続き等の情報が必要
となります。 

○ 避難生活が長期化すれば、お金や仕事のこと等、日本人被災者と同じような生
活相談も増えます。 

○ 自衛隊や消防の災害救助の役割についての理解や知識が日本人と異なる場合
があります。 

○ コミュニティＦＭ等、災害時にラジオが貴重な情報源になることを知らない外
国人は多いです。（普段ラジオを聞いていない可能性が高い） 

○ 情報伝達の補助に役立つ、スマートフォンアプリ等のツールを活用しましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《Safety tips》 

○ 観光庁が無料で提供している、外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ。対応言語は
５言語（英語・中国語（簡体字 /繁体字）・韓国語・日本語）で、日本政府観光局のウ
ェブサイトや SNS による周知や災害情報のプッシュ通知が可能。 

 
《NHK ワールド Japan》  

○ 日本やアジアの最新ニュースを発信する 24 時間英語チャンネル。地震や台風等の大
きな災害時に英語による情報源として活用可能。 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ 

 
《VoiceTra》 

○ 話しかけると外国語に翻訳してくれる、無料の音声翻訳アプリ。対応言語は、日本語・
英語・韓国語・中国語（簡体字 /繁体字）をはじめとした 31 言語。 

 
※ その他、Google 翻訳、DeepL 等  
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＊通訳の確保のためのアイデア＊ 

○ 避難所開設時のできるだけ早い段階で、掲示板等による募集を行いましょう。 
○ 地域で事前に把握している場合は、その人材を活用しましょう。 
○ 様式集⑥「避難所入退所届」の“特技や資格”に記入してもらい、協力してもら

いましょう。 
 

＊サポーターとしての外国人＊ 

○ 要配慮者ではあるが、通訳ができる・体力がある・何かの専門家である、外国
の文化に通じており、他の被災者に説明することができる等、避難所運営にと
って重要な存在となる人材である可能性もあります。避難所内の問題解決、意
志決定にも一緒に参加してもらうことが大切です。 

 

＊外国人コミュニティの存在＊ 

○ 出身国や文化を同じくする外国籍市民等の方々は、コミュニティとして定期的
に集まっておられることがあります。こうした方々は、災害時には、避難所以
外にも、日頃から利用している外国人学校や教会等の施設に避難することも考
えられます。 

○ 地域にどういった外国籍市民が住んでおられ、どのように生活しておられるの
か、日頃からのお付き合いのなかで把握するよう心がけておくことが望ましい
です。 

 

＊「災害時における外国人支援ネットワークに関する協定書」について＊ 

○ 近畿地域国際化協会連絡協議会を構成する１０の協会等（２府４県４政令市）
では、近畿圏内で大規模災害が発生した際には、相互に協力して円滑に外国人
支援を行うことを目的に、「災害時における外国人支援ネットワークに関する
協定書」を締結しています。 

○ コーディネーター及び通訳者の派遣や、翻訳による支援、またボランティア情
報の相互共有等について、災害発生時には相互に支援します。（公財）京都市
国際交流協会、（公財）京都府国際センターもこのネットワークに所属してお
り、京都市内で大規模な災害が発生した場合は、（公財）京都市国際交流協会
が「災害時多言語支援センター」を開設し、近畿地域の他の国際交流協会等の
協力を得て、被災者支援を行います。 

 
  
 

《公益財団法人京都市国際交流協会》 

○ 京都で暮らす外国籍市民を支援する事業に取り組んでいます。相談対応、通訳派遣、日本
語講座、イベント開催、災害情報提供等を行っています。 

○ 外国籍の避難者についての相談対応が可能です。  
連絡先：代表 075-752-3010 / 事業課 075-752-3511 
行政通訳相談：075-752-1166 

英語（火・水・木）、中国語（水・金）、ベトナム語（火）  
※ 行政通訳相談対応は通常は 9:00-17:00（ただし、災害時の対応は変動の可能性あり。） 
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＊高齢者に対する対応＊ 

 個別の物資要請 

① オムツ    
 気をつけること 

① 脱水症状の予防 
② 衣服の着替えや入浴の状況の確認 
③ できる限り、身の回りのことは自分でしてもらうこと 
④ 転倒に注意 
⑤ コミュニケーションの取り方を工夫 
⑥ 洋式トイレ（ポータブルトイレ）の設置・確保 

 
 

＊子どもに対する対応＊ 

 個別の物資要請 

① 遊べるもの   
 気をつけること 

① 生活リズムを整え、安全な遊びの場や時間の確保 
② 日常生活を送れるように支援 
③ スキンシップをとって安心感を 
④ 声かけ等によって外見上では判断できない身体的問題を把握 
⑤ 脱水症状の兆候に注意、こまめな水分摂取 

 
 

＊妊産婦・乳幼児に対する対応＊ 

 個別の物資要請 

① オムツ、おしり拭き 
② ほ乳瓶、液体ミルク、粉ミルク・湯 
③ 離乳食（レトルトパウチやびん詰めのもの等）、スプーン 
④ 生理用品   

 気をつけること 

① 清潔、栄養等の健康面への配慮 
② ストレス等による心や行動の変化に配慮 
③ 着替えや授乳・搾乳時にプライベートな空間確保、話しかけやスキンシップを 

図ること 
④ 粉ミルクは衛生的な水を用意 

 

⑱ 高齢者、子ども、妊産婦・乳幼児等の個別対応 
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⑤ 注意したほうがよい症状 

妊婦：お腹の張り・腹痛、膣からの出血、胎動の減少・増加、むくみ、頭痛、目
がチカチカ、発熱、下痢、便秘、めまい、はきけ、嘔吐、普段と違ったお
りもの、切迫流産・早産のリスクや、蛋白尿・体重増加・血圧上昇・浮腫
などの妊娠高血圧症候群のリスクになり得る症状等 

産婦：発熱、悪露（出血）の急な増加、傷の痛み、乳房の腫れ・痛み、母乳分泌
量の減少、気が滅入る、イライラする、疲れやすい、不安や悲しさに襲わ
れる、不眠、食欲不振、乳腺炎になる、おりものの増加や長期化等 

乳児：発熱、下痢、食欲低下、ほ乳力の低下、夜泣き、寝付きが悪い、音に敏感
になる、表情が乏しくなる、オムツかぶれ、皮膚トラブル等 

幼児：赤ちゃん返り、食欲低下、落ち着きのなさ、無気力、爪かみ、夜尿、自傷
行為等 
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（出典：内閣府 避難生活支援リーダー／サポーター研修資料抜粋） 

⑲ 性的マイノリティ対応 
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＊気をつけること＊ 

○ 栄養バランスのとれたメニューにしましょう。 
○ 持病のある人や小さな子どもも食べられるよう、塩分

を控えめにしましょう。 
○ 小さな子どもと高齢者も食べられるよう、食材は小さ

く切りましょう。 
○ アレルギーや宗教上の理由等で食べられない物があ

る人にも配慮しましょう。 
○ 衛生面に気を付けましょう。 

     
＊ 食中毒や感染症予防のため、体調不良（下痢や腹痛、吐き気や嘔吐、発熱等）がある人

や、手指に傷がある人は、調理や食事の提供をしないようにしましょう。 
＊ 調理や食事を提供する前は、できるだけ石けんなどで十分に手洗いをしましょう。十分

な水を確保できない場合は、手指の汚れをウェットティッシュで拭き取り、アルコール
で消毒しましょう。 

＊ 食品を直接手で触らないようにしましょう。（おにぎりはラップで握る。食品を取り扱う
際には使い捨て手袋を着用する。） 

＊ できるだけ提供直前に加熱調理を行うものにし、加熱しないもの（生野菜サラダや生も
の）や、加熱後に手を加えるもの（お浸し等）は避けましょう。 

＊ 調理後、おおむね 2 時間以内に食べることができるように配給しましょう。 
＊ 原材料の鮮度や消費期限等を確認し、臭いや容器の破損等の異常があれば、提供するの

をやめましょう。 
＊ 冷蔵品や冷凍品は、クーラーボックス（保冷剤入り）に保管しましょう。常温保存食品

は、直射日光の当たらないところに保管しましょう。 
＊ 調理器具は使用後によく洗い乾燥させましょう。水が使えない場合は、ペーパータオル

等で汚れを拭き取り、アルコールで消毒しましょう。 
         

＊要配慮者への対応＊ 

 炊き出し時の調理での対応 

 
 
 

子ども・高齢者 食材を軟らかく煮る。 

飲み込みにくい方 別鍋で軟らかく煮たものに、水溶き片栗粉でとろみをつける。 

塩分を控えている方 別鍋で、野菜を多めにし、缶詰の煮汁や調味料を少なめに煮る。 

⑳ 炊き出し 
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 アレルギー疾患のある方への対応 

○ 提供する時には、「食物アレルギーで食べられない物はありませんか？」と一声か
けましょう。 

○ 炊き出しに使用する食品に、食品表示の対象となるアレルギー物質（特定原材料や
それに準ずるもの）が含まれているか確認しましょう。 

○ 献立表の掲示や、使用した加工食品の食品表示が記載された包装そのものを掲示し、
食物アレルギーのある人が確認できるようにしましょう。 

○ 参考資料「㉑食物アレルギー」（43～45 ページ）を参照してください。 
 
 ＜特定原材料（８品目）＞ 
 

   
＊炊き出しの進め方＊ 

○ 公的機関からいつ食料・水が届くのかは災害の状況によって違いますが、できれば、
公的機関からの支援を待つのみではなく、発災から 48 時間以内に避難者等が自分
たちで食材を持ち寄り、炊き出しを行うことが望まれます。 

 
 炊き出し献立例（1 日分） 

※ 備蓄食料や支援物資と合わせて、炊き出しを提供します。 
※ ★のメニューを炊き出しで作ることを想定しています。 
 
 栄養価 

※ 令和 2・3 年度厚生労働行政推進調査事業費 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業「大規模災害時における避難所等での適切な食事の提供に関する研究」 

※ 食塩相当量は、「日本人の食事摂取基準２０２５年版」を参照 

えび かに くるみ 小麦 そば 卵 乳 落花生（ピーナッツ） 

 主食 
（ご飯、パンなど） 

主菜 
（肉、魚、卵、大豆製品） 

副菜 
（野菜、芋類、海藻、きのこ） 

その他 
（果物、牛乳・乳製品等） 

朝食 ソーセージパン（1個／120g） 
あんパン（1個／100g） 野菜ジュース（200ml） 

昼食 おにぎり（鮭、梅） みそ汁（★） 牛乳（200ml） 

夕食 
α化米（100g） 

（出来上がり
270g） 

ツナじゃが（★） 果物缶詰 
（100g） 

間食 ビスケット（30g） オレンジジュース（200ml） 

 エネルギー 
（kcal） 

たんぱく質
（ｇ） 

脂質 
（ｇ） 

食塩相当量 
（ｇ） 

ビタミン
B1（ｍｇ） 

ビタミン
B2（ｍｇ） 

ビタミン
C（ｍｇ） 

朝食 679 19.1 25.3 2.0 0.32 0.21 17 
昼食 528 19.1 12.5 3.2 0.2 0.46 15 
夕食 548 12.2 5.6 1.2 0.16 0.07 29 
間食 219 3.7 3.2 0.2 0.18 0.11 84 

1 日計 1974 54.1 46.6 6.6 0.86 0.85 145 

参照量※ 2,000 55 ― 男性 7.5g 未満
女性 6.5g 未満 0.9 1.0 80 
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＊炊き出しレシピ例＊ 

①みそ汁 

 材 料 

材料 1 人分 30 人分 100 人分 備考 

大根 50g 1.5kg 5kg M サイズ 1 本 1kg 

にんじん 20g 600g 2kg M サイズ 1 本 150g 
カットわかめ 1g 30g 100g  

油揚げ 
（又は麩） 

10g 
（2g） 

300g 
（60g） 

1kg 
（200g）  

みそ 小さじ 1 180g 600g  
煮干し 

（又は顆粒だし） 
1～2 本 
（1g） 

150g 
（30g） 

500g 
（100g）  

水 150ml 4.5ℓ 15ℓ  
 

 用意するもの 

 
 

 

 作り方 

① 野菜は洗い、皮をむく。（十分に水が使えない場合は、新聞紙等で土や汚れを取り
除き、ため水で洗う。） 

② 野菜を食べやすい大きさに切る。油揚げは、短冊に切る。 
③ 鍋に水と煮干しを入れて３０分ほど置く。煮干しが柔らかくなったら強火にかけ、

沸騰する直前に煮干しを取り出す。 
④ ②の大根とにんじんを加えて煮る。柔らかくなったら油揚げとカットわかめを加

え、最後にみそを溶き入れる。 
 

 ポイント 

＊ 野菜をたっぷりとれるよう、季節の野菜を使いましょう。 
＊ 顆粒だしを使う場合は、みその量を控え目にしましょう。 
＊ 具材が均等になるように盛り付けましょう。 

  

＜特定原材料（８品目）＞ 

 

 

 
 

えび かに くるみ 小麦 そば 卵 乳 落花生（ピーナッツ） 

   ● 
(麩)     

・大鍋（蓋つき）   ・包丁      ・まな板      ・玉杓子 
・カセットコンロ等  ・使い捨て容器 ・割りばし又はスプーン 
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②ツナじゃが 

 材 料 

材料 1 人分 30 人分 100 人分 備考 

ツナ（缶詰） 20g 600g 2kg  

じゃがいも 70g 2.1kg 7kg M サイズ 1 個 100ｇ 
たまねぎ 30g 900g 3kg M サイズ１個 150ｇ 

にんじん 20g 600g 2kg M サイズ１本 150ｇ 
めんつゆ 

（ストレート） 30ml 900ml 3ℓ  

水 30ml 900ml 3ℓ  
 

 用意するもの 

 
 
 
 
 作り方 

① 野菜・芋は、洗い、皮をむく。（十分に水が使えない場合は、新聞紙等で土や汚れ
を取り除き、ため水で洗う。） 

② 野菜・芋を食べやすい大きさに切る。 
③ 鍋に②を入れ、ひたひたの水を加えて火にかける。 
④ 沸騰したら弱火にし、ツナとめんつゆを加える。野菜が柔らかくなるまで煮る。 

 

 ポイント 

＊ 主菜と副菜を兼ねるため、野菜をたくさん使いましょう。 
＊ ツナは、缶詰の焼鳥やささみ、魚の味付け缶詰、魚肉ソーセージなどに変更して

も構いません。 
＊ めんつゆがない場合は、顆粒だしとしょうゆ・砂糖で調味しましょう。 
＊ 具材が均等になるように盛り付けましょう。 

 
＜特定原材料（８品目）＞ 

えび かに くるみ 小麦 そば 卵 乳 落花生（ピーナッツ） 

   ● 
(めんつゆ)     

・大鍋（蓋つき）   ・包丁      ・まな板      ・玉杓子 
・カセットコンロ等  ・使い捨て容器 ・割りばし又はスプーン 
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 食物アレルギーとは？ 

○ 食べたり、触ったり、吸い込んだりした食物に対して、体を守るはずの免疫のシ
ステムが、過剰に反応して起きる有害な症状をいいます。 

○ 最も多い症状は「かゆみ・じんましん」「唇の腫れ」「まぶたの腫れ」「嘔吐」「咳・
ぜん鳴（ぜいぜい・ひゅうひゅう）」等ですが「意識がなくなる」「血圧が低下して
ショック状態になる」という重篤な場合もあり、最悪、死に至ることもあります。 

○ 人によってその原因とその反応を引き起こす量が異なります。また体調によって
その反応も変わります。 

○ 避難所では、今までと違う環境で生活することにより、アレルギー症状が出やす
くなったり、発作が起こりやすくなったりすることがあります。 

 アナフィラキシーとは？ 

○ 複数の臓器に急速に強い症状が現れる状態がアナフィラキシーです。血圧が低下
して意識が低下するような場合をアナフィラキシーショックとよび、生命に関わ
る重篤な状態です。 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
◆◆ 個別に聞き取り ◆◆ 

聞き取りするときの注意事項 

○ プライバシーに配慮しながら状況を把握します。 
○ アレルゲン（食物アレルギーを起こす原因食品）は卵、牛乳、小麦、木の実等が

あります。 
○ アレルゲンが１種類でなく、複数の食品が食べられない人もいます。 
○ アレルギーがあるかどうかの判断は相手の申し出で決めます。聞き取り側で判断

しないようにします。 
○ 避難所での集団生活では、個別対応等の細やかな対応は困難であり、誤食する可能性

もあるので、基本は「少しなら食べられる」場合でも「食べられない」とします。 
 
 
 
 
 
 

○ 避難所生活のなかで、「食べられない」と「食べられる」が変わるケースがある
ので、随時対応します。 

 

解 説 

 

ポイント 

例１ 卵アレルギーで生卵は食べられないが、パン等に少し入っている程度なら食べら
れる場合 

⇒ ふだんなら食べられるものでも、避難所生活の中でアレルギーを起こす可能性があ
るので、把握表の「卵」のアレルゲンの「食べられない」に○をつけます。 

 例２ 乳アレルギーで牛乳が飲めないが、ヨーグルトは食べられる場合 
⇒ 把握表の「乳」のアレルゲンの「食べられない」に○をつけます。特記事項にヨー

グルトは食べられると記入します。 

㉑ 食物アレルギー 

43



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

聞き取り内容 

○ 氏名、性別、年齢 
○ アレルゲンの種類 
○ 間違って食べた時の対処方法（連絡先） 
○ アナフィラキシー歴とその対応方法 
○ 服薬状況 
○ アレルギー用ミルクの種類 
※ 本章「食物アレルギー対応把握表の例」（45ページ）を参照してください。 

 

◆◆ 避難場所の情報集約 ◆◆ 

① 食物アレルギーのある方の人数 
② アレルゲンの種類ごとの人数 
③ アナフィラキシー歴のチェック 
※ 様式集「②町（町内会）別避難者名簿」（53ページ）、「⑤避難所入退所届」（56

ページ）を参照してください。 
  

◆◆ アレルギーに対応した物資の配給の際の注意点 ◆◆ 

① 受け取った食物アレルギー対応食品の原材料等を確認後、対象者（子どもの場合
は保護者）に直接渡す。 

② 食物アレルギー対応食品は賞味期限等を確認する。 
（食物アレルギー対応食品は保存料等を使用していないものが多いため、賞味期

限が短いものに注意する。） 
  

◆◆ その他注意事項 ◆◆ 

① 避難生活が長期化する場合等は、食物除去対応による保護者等のストレスが大きく
なるため、医師・保健師・管理栄養士等による指導や相談につなげるようにします。 

② 食物アレルギーは偏食等とは関係ありません。周囲への理解を図るようにします。 
③ 各種情報、外部で物資提供や相談などに対応してもらえるところなどの情報提供を

しましょう。 
※ 本章「外部からの支援情報提供の例」（45ページ）を参照してください。 
 加工食品のアレルギー表示の主なルール             （令和 6 年 3 月現在） 

加工食品の表示 名 称 理 由 

必ず表示されるもの 
（特定原材料） 

えび、かに、くるみ、小麦、
そば、卵、乳、 

落花生（ピーナッツ） 
特に発症数、重篤度から勘案し
て表示する必要性の高いもの 

表示が勧められているもの 
（特定原材料に準ずるもの） 

アーモンド、あわび、いか、
いくら、オレンジ、カシュー
ナッツ、キウイフルーツ、牛
肉、ごま、さけ、さば、大豆、
鶏肉、バナナ、豚肉、マカダ
ミアナッツ、もも、やまいも、

りんご、ゼラチン 

症例数や重篤な症状を呈する
者の数が継続して相当数みら
れるが、特定原材料に比べると
少ないもの 

 
※ 特定原材料（表示義務）は、容器包装されている加工食品中にごく微量（数 ppm、数μg/g

以上）含まれた場合に必ず表示される。 
※ 特定原材料に準ずるものは、特定原材料に準じた表示が推奨されているが、表示されない場

合がある。 
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◆◆ 食物アレルギー対応把握表の例 ◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆ 外部からの支援情報提供の例 ◆◆ 

 

 

 
   

食物アレルギー対応把握表（個人）       年  月  日調査 担当     

                         
 氏名           性別 男・女 年齢    歳   箇月  

アレルゲン 食べられない場合○
（任意） 

・間違って食べた時の対応方法（具体的に） 
 
 
・かかりつけの医療機関 
 
 
・アナフィラキシー歴（有・無） 
・服薬等（有・無） 
・アナフィラキシー補助治療薬（エピペン®）
（有・無） 
 
・その他特記事項 
 
 

卵  
乳  

小麦  
えび  
かに  
そば  

落花生 
（ピーナッツ） 

 

くるみ  
  
  
  

   食物アレルギー用ミルクの種類 （                  ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

《NPO 法人 日本アトピー協会》 

連絡先：06-6204-0002 

アトピー性皮膚炎およびアレルギー諸疾患に対して、安心と安全、そして快適と向上を目指す
人々により組織された団体で、的確な情報の提供と、相互の理解を求め活動することを目的とし
ています。被災地への物資提供などの支援にも取り組んでいます。 
  

《特殊栄養食品ステーション（日本栄養士会）》 

連絡先：日本栄養士会災害支援チーム (JDA-DAT) 03-5425-6555 
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/foodstock/guidebook/pdf/need_consideration_
stockguide-27.pdf 

大規模災害時に、被災地の栄養士会事務局等に設置されます。 
被災地自治体等と連携し、被災された方からのご相談に応じて、アレルギー対応食品、乳児用ミ
ルク、離乳食などを提供しています。 
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◆◆ 区災害ボランティアセンターの役割 ◆◆ 

○ ボランティアニーズの収集・集約。 
○ ボランティアの登録及びボランティア保険の加入手続。 
○ ニーズとボランティア活動のコーディネート（調整）。 
○ 区災害対策本部、京都市災害ボランティアセンター、関係団体等との連絡調整。 
○ その他区内における災害ボランティア活動の推進に必要な業務。 

 
具体的な例・・・ 

＊ 泥かきやがれき撤去といった力仕事 
＊ 汚れた家の拭き掃除やゴミ出しといった清掃活動 
＊ 被災者の方の話をうかがう傾聴ボランティア 
＊ 避難所等での食事提供等を行う炊き出し 
＊ 避難所の中の生活支援を行う避難所支援 
＊ 子どもの遊び場をつくったりする子ども支援 
＊ 仮設住宅の訪問やイベント等の仮設住宅支援 
＊ 被災地のための募金活動 等 

 
 

◆◆ 運営 ◆◆ 

○ 「区社会福祉協議会」が運営します。 
 

解 説 

 

 
 

 
   

○ 市内での大規模災害時に、被災地から最も近い地域において、ボランティア活
動が行えるように、開設の準備が整った段階で（概ね３日～１週間を目途）各
区に立ちあがるのが区災害ボランティアセンターです。 

○ 区災害ボランティアセンターは、市災害ボランティアセンターと連携を図りな
がら、被災者や避難所のニーズの把握、ボランティアの受け入れ、コーディネ
ート等を行う体制を確保します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

㉒ 区災害ボランティアセンターとは 
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◆◆ 設置場所 ◆◆ 

行政区 設置候補場所 所在地 

北区 
国立大学法人京都教育大学附属京都中学校 
（ランチルーム内） 北区小山南大野町 1 

京都府立清明高等学校体育振興施設 帰宅小山南大野町 

上京区 同志社大学寒梅館 上京区今出川通烏丸東入玄武町
601 

左京区 
国立大学法人京都工芸繊維大学（大規模） 左京区松ヶ崎橋上町 1 
左京区役所１階ロビー（中規模） 左京区松ヶ崎堂ノ上町 7-2 
山村都市「交流の森」（北部山間地域） 左京区花脊八桝町 250 

中京区 
京都御池創生館地下研修室 中京区御池通柳馬場東入東八幡

町 579 
花園大学 中京区西ノ京壺ノ内町 8-1 
佛教大学二条キャンパス 中京区西ノ京栂尾町 2-7 

東山区 
東山区役所ホール（Ｂ１Ｆ） 東山区清水五丁目 130-6 

東山開睛館 東山区六波羅裏門通東入多門町
155 

山科区 山科青少年活動センター 山科区竹鼻四丁野町 42 

下京区 
京都リサーチパーク東地区１号館（会議室） 下京区中堂寺南町 134 
京都産業大学 むすびわざ間 3 階教室・ 
共有スペース及び 1 階出入口前 下京区中堂寺南命婦町 1-10 

南区 南区役所ホール（区役所別館） 南区西九条南田町 1-2 

右京区 

サンサ右京１階区民ロビー（中規模） 右京区太秦下刑部町 12 
右京ふれあい文化会館及び太秦安井公園 
（大規模） 右京区太秦安井西裏町 11-6 

京北合同庁舎 右京区京北周山町上寺田 1-1 

西京区 
京都市西文化会館ウエスティ 西京区上桂森下町 31-1 
ホテル京都エミナースアニバーサリーホー
ル 2 階及び駐車場 西京区大原野東境谷町 2 番地 4 

伏見区 

株式会社京都科学 京都本社 伏見区北寝小屋町 15 
龍谷大学 深草学舎 伏見区深草塚本町 67 
パセオ・ダイゴロー西館 伏見区醍醐高畑町 30-1 
京阪淀ロジスティスクヤードの一部 伏見区淀美豆町 555-1 

  

 

 

（令和６年 7 月 1 日現在） 
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㉓ 外部支援団体一覧 
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（出典：内閣府 避難生活支援リーダー／サポーター研修資料抜粋） 
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２ 各種様式 

① 避難者数集計表  ........................................................................................................  52
② 町(町内会)別避難者名簿  .........................................................................................  53
③ 在宅避難者名簿  ......................................................................................................... 54
④ 帰宅困難者名簿  ......................................................................................................... 55
⑤ 避難所入退所届  ........................................................................................................  56
⑥ 安否確認シート  .........................................................................................................  57
⑦ 訪問者管理簿  ............................................................................................................ 58
⑧ 郵便物等受付票  ........................................................................................................  59
⑨ 問合せ受付表  ............................................................................................................ 60
⑩ 物資一覧・物資管理簿  ................................................................................................ 61
⑪ ボランティア依頼票  ................................................................................................... 63
⑫ 健康調査票・体調チェック表  ....................................................................................... 64
⑬ 避難所での性暴力防止等ポスター  ............................................................................ 66
（出典：熊本市男女共同参画センターはあもにい「性暴力・DV防止ポスター・チラシ」） 

⑭ ハラスメント防止ポスター  .......................................................................................... 67
⑮ ペット受付票・ペット札  ................................................................................................. 68
⑯ 備蓄チェックシート  ..................................................................................................... 70
⑰ 男女共同参画の視点からの避難所チェックシート  ...................................................... 72
（出典：内閣府男女共同参画局 「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」） 

⑱ 多言語指さしボード  ...................................................................................................  74
（出典：一般財団法人自治体国際化協会（CLAIR／クレア）「多言語指さしボード」） 

⑲ 従事者報告書（指定緊急避難場所等運営従事者の傷害保険及び損害賠償保険）  .... 80
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様式①

月日 町名（町内会） 人数 小計 備考

／
人

／
人

／
人

／
人

／
人

／
人

／
人

／
人

／
人

／
人

／
人

／
人

合計

避難者数集計表
（　　　　　　　　　区　　　　　　　　　避難所）
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　[　　　　　　町　　　　　　　　町内会] 　／

高齢者 乳幼児
ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ

負傷者 その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
※物資等の必要数を把握するため、備考欄で要配慮者をチェックします。

氏名
番
号

備考（要配慮者等）
　※該当する場合○

避難所供与期間における今後の訪問・見守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援
を行う目的に利用します。また、支援を実施するに当たり、京都市役所内部での情報共有や日本赤十字社等医療関係
者、社会福祉協議会等福祉関係者、NPO 等民間支援団体、民生児童委員、町内会・自治会長等へ情報提供を行う場
合があります。

台帳
番号

様式②

入所 退所

町（町内会）別避難者名簿

住所 年齢

（　　　　　　　　　　区　　　　　　　　　　　避難所）

性別
(任意)
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（　　　　　　　　　　区　　　　　　　　　　　避難所）

[　　　　　　町　　　　　　　　町内会] 　／

高齢者 乳幼児
ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ

負傷者 その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
※物資等の必要数を把握するため、要配慮者等をチェックします。

様式③
避難所供与期間における今後の訪問・見守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援を
行う目的に利用します。また、支援を実施するに当たり、京都市役所内部での情報共有や日本赤十字等医療関係者、社
会福祉協議会等福祉関係者、NPO 等民間支援団体、民生児童委員、町内会・自治会長等へ情報提供を行う場合があり
ます。

在宅避難者名簿

番
号

氏名 住所
性別

(任意)
年齢

要配慮者等
　※該当する場合○

備考
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（　　　　　　　　　　区　　　　　　　　　　　避難所）

　／

高齢者 乳幼児
ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ

負傷者 その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
※物資等の必要数を把握するため、要配慮者等をチェックします。

様式④
避難所供与期間における今後の訪問・見守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援を
行う目的に利用します。また、支援を実施するに当たり、京都市役所内部での情報共有や日本赤十字等医療関係者、社
会福祉協議会等福祉関係者、NPO 等民間支援団体、民生児童委員、町内会・自治会長等へ情報提供を行う場合があり
ます。

帰宅困難者名簿

番
号

氏名 住所
性別

(任意)
年齢

要配慮者等
　※該当する場合○

備考
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様式⑤

（避難所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

（避難者組名　　　　　　　　　　　　　　　）
※避難者組欄には、居住スペースの単位ごとの避難者のグループの組番号等を定めて記入します。

特技や資格をお持ちの方は、氏名と特技・資格の内容をお書きください。

氏名 特技・資格

③

退所年月日

転出先 住所

氏名

電話

◎　この名簿は、世帯代表の方が書いて避難所運営協議会にお渡しください｡

◎　要配慮者は、備考欄に○印をお書きください。

◎　外国籍の方は、自国の大使館・領事館からの問い合わせに対応するため、国籍をお書きください。

避難者　→　避難所運営協議会　（管理班)

他からの問い合わせに、住所、氏名を公表してもいいですか？ よい・よくない

何か（アレルギーなど）

④

家族

ふ り が な
氏　　　　名

性別(任意)

親族など連絡先

1全壊　2全焼　3半壊　4半焼　5一部損壊　6流失　7床上浸水　8床下浸水　9なし
1断水　2停電　3ガス停止　4電話不通

年齢 備考（要配慮者、国籍等）

①

②

世帯代表者氏名

住所

　　　　　年　　月　 日 所属町内会名

電話

　　　年　　　月　　　日

　　　　※ここに避難した人だけ書いてください。

入所年月日

家屋被害状況

 ふ    り    が    な

[避難者の方へ]
・入所にあたり、この名簿を記入し提出することで避難者として登録され、避難所での生活支援が受けられるように
　なります。
・内容に変更がある場合は､速やかに名簿係に問い合わせて修正してください。
・他からの問い合わせに対し、住所と氏名を公表してよいか、お書きください。名簿の内容を公表することによって、
　ご親族の方々に安否を知らせるなどの効果があります。しかしプライバシーの問題がありますので、公表の可否
　についてはご家族で判断してください。

避難所入退所届
№

登録解除日（退所日）登録日（入所日）

56



様式⑥

月日 氏名 年齢
性別

（任意）
住所 情報連絡先

／

／

／

月日 氏名 年齢
性別

（任意）
住所 情報連絡先

／

／

／

月日 氏名 年齢
性別

（任意）
住所 情報連絡先

／

／

／

月日 氏名 年齢
性別

（任意）
住所 情報連絡先

／

／

／

月日 氏名 年齢
性別

（任意）
住所 情報連絡先

／

／

／

安否確認シート
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様式⑦

　　　　　年　　　　　月　　　　　日

番号 訪問時刻 退所時刻 備考

1 : :
2 : :
3 : :
4 : :
5 : :
6 : :
7 : :
8 : :
9 : :
10 : :
11 : :
12 : :
13 : :
14 : :
15 : :
16 : :
17 : :
18 : :
19 : :
20 : :

氏名

避難所名

訪問者管理簿

（　　　　　　　　　区　　　　　　　　　避難所）

注)　外部からの訪問者の管理簿を作成する｡
　　　｢訪問時刻｣､｢退所時刻｣を記入してもらう。（介助など、やむを得ない事情で避難所で泊まりたい
　　　という要望がある場合は、スペースの状況等も考慮し判断する｡泊まりが可能な場合は、備考欄に
　　　退所予定日を記入してもらう｡)
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様式⑧

受付月日 宛て名 避難組 郵便物等の種類 受取月日 受取人
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)
組 葉書・封書・小包・その他

　　(　　　　　　　　)

・受付担当者は｢受付月日｣～｢郵便物等の種類｣欄に記入します。
・受取の際は､｢受取月日｣と｢受取人｣欄に記入してもらいます｡
・避難者組欄には、居住スペースの単位ごとの避難者のグループの組番号等を定めて記入します。

郵便物等受付票
（　　　　　　　　　区　　　　　　　　　避難所）

15 　　　月　　　日 　　　月　　　日

14 　　　月　　　日 　　　月　　　日

13 　　　月　　　日 　　　月　　　日

12 　　　月　　　日 　　　月　　　日

11 　　　月　　　日 　　　月　　　日

10 　　　月　　　日 　　　月　　　日

9 　　　月　　　日 　　　月　　　日

8 　　　月　　　日 　　　月　　　日

7 　　　月　　　日 　　　月　　　日

6 　　　月　　　日 　　　月　　　日

5 　　　月　　　日 　　　月　　　日

4 　　　月　　　日 　　　月　　　日

3 　　　月　　　日 　　　月　　　日

2 　　　月　　　日 　　　月　　　日

1 　　　月　　　日 　　　月　　　日
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様式⑨
（　　　　　　　　　区　　　　　　　　　避難所）

問合せのあった避難者

氏名

問合せのあった避難者

住所

問合せしてきた人

氏名

問合せしてきた人

連絡先

掲示板への貼付の了解

備考

問合せ受付票

受付者

　　　　　月　　　　　日

受付日時№

可・拒否 掲示板への貼付日

受付№ 　　　　　　　　月　　　　　　日　　　　：　　　　頃　　　　　
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様式⑩-1
（　　　　　　　　　区　　　　　　　　　避難所）

番号

物資一覧 （ 生活用品 、 衣服等 、 生活雑貨 、 食料 ）

物資名

（例）タオル、肌着、歯ブラシ、飲料水2L

納品場所
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様式⑩-2
NO.　　　　　　　　　　　　　　　　

納入元 納入数出し数 残数 記入者 備考

物資管理簿

品名

年月日 出し先

月　　　日現在における
数量の合計

単位呼称

受入 払出

商品コード：

残数
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様式⑪

受付年月日 受付番号

受付時間 受付者名

連絡先

住所・

連絡先
※依頼者と同じ

なら省略

目標となる
建物・目印

希望人数

活動場所に
ある物

VCから持参
する物

年　　 　月　　　 日

　　　午前・午後　 時　  分

所在地
(現在)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男・女（任意）

□親族（　　　　　　）□地域（民生委員・学区社協・町会長・（　　　　　））
属性

様宅ＴＥＬ　　　　　─　　　　─　　　　携帯　　　　　─　　　　─

（　　　　　　　　　区　　　　　　　　　避難所）

ＴＥＬ　　　　　─　　　　─　　　　携帯　　　　　─　　　　─

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

ボランティア依頼票

□本人⇒独居・高齢者世帯・障害者世帯・一般・その他（　　　　　　　）

※本人以外からの依頼の場合、本人の同意を確認⇒同意・未確認・不同意

※マッチング時に集めるポストイットは裏面に貼りつける。（センター管理分のみ）

活動結果の
確　　　認

京都市　　　　区

避難指示　　□発令されている　　□発令されていない

建物内・外の危険箇所等

依頼者

被災の
状況等

氏名

□専門機関（　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　）]

危険度判定　□緑(調査済)□黄(要注意)□赤(危険)

完了 　継続

　　　　　　　　月　　　日（　　）

備考（「継続」の場合の引継ぎ事項等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　～                 時　　　～　　　時

活動内容

希望日時

希望内容

　　　　年　　　月　　　日（　　）

資器材

合計　　　人　（内訳：男性　　人、女性　　人、どちらでも　　人）

□不明（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動場所

□本人宅　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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Ｎｏ．　　　　　　

※　当日の体調等を記入してください。

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 発熱はありますか　　【　　　　　　　　℃】 はい・いいえ

2 鼻水・鼻づまりはありますか はい・いいえ

3 せきやたんはありますか はい・いいえ

4 のどの痛みはありますか はい・いいえ

5 息苦しさはありますか はい・いいえ

6 胸の痛みはありますか はい・いいえ

7 全身倦怠感（からだがとてもだるい）はありますか はい・いいえ

8 味の感じ方・においの感じ方に異常はありますか はい・いいえ

9 下痢・腹痛はありますか はい・いいえ

10 嘔吐・吐き気はありますか はい・いいえ

健　康　調　査　票

様式⑫-1
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様式⑫-2
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避難所・避難先では、性被害・性暴力
ＤＶなどが発生するリスクが高まります

熊本地震の際も起きたことです！

単独行動はしない
　　ようにしましょう！
性的な嫌がらせやいたずらなど
尊厳を傷つける行為も犯罪です

自分を大切にしてください

ストレスをためず
不安な気持ちも声
に出しましょう

周囲の目と支えがたよりです
見ないふり・知らないふりをせず
　　　　　助け合いましょう

被害をうけたら相談を！

避難所で夜になると
男の人が毛布に入ってくる。

周りの女性も
「若いからしかたないね」

と見て見ぬふりをして助けてくれない
（20代女性）

授乳しているのを男性に
じっと見られる。
警察に連絡したら

巡回の回数が増やされた。
その後、 授乳スペースが設けられた。

（30代女性）

男子が同じ避難所にいる男性に
わいせつな行為をされた。

ほかの男子数名も被害に遭った。
家族が、 避難所の宿直だった役場職員
に相談し（中略）、 加害者には避難所
から出てもらうことにきまったが、 その前に

加害者は避難所を出た。
（6～ 12歳男子）

避難所で成人男性からキスしてと言われた。
トイレまでついてくる。 着替えをのぞかれる。
母親を含めて誰にも知られたくない。

加害者が避難所にいられなくしてほしい。（6～ 12歳女子）

避難所に更衣する場所がないので
更衣室をダンボールで作ったところ上から
のぞかれた。 その更衣室を使うときは

見張りを立てるようにした（13～ 16歳女子）

東日本大震災女性ネットワーク調査チーム　2015『東日本大震災「災害・復興における女性と子どもへの暴力」に関する調査報告書
引用：災害時における性暴力（ＤＶ以外）の事例シート（阪神淡路大震災・東日本大震災）

様式⑬ （出典：熊本市男女共同参画センターはあもにい「性暴力・DV防止ポスター・チラシ」）
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過度な要求
暴言・暴力
長時間の拘束

●●●避難所

ハラスメントに該当する行為の例
・身体的な攻撃（暴行、傷害）
・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言）
・威圧的な言動（大声、大きな物音等）
・差別的な言動
・性的な言動

・土下座の要求
・継続的（繰り返し）、執拗な（しつこい）言動
・拘束的な言動（不退去、居座り、監禁、長時間の電話）
・職員個人への攻撃・要求

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より一部改変

様式⑭
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様式⑮-1

■
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■

様式⑮-2
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様式⑯ 
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様式⑯ 
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(出典:内閣府男女共同参画局「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」) 

様式⑰ 

72



 
 

(出典:内閣府男女共同参画局「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」) 

様式⑰ 
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様式⑱

74



様式⑱
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様式⑱
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様式⑱
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様式⑱
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様式⑱
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記入日　　　　　    　　   令和　  　年　  　月 　 　日

避難場所等名　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　

従事者住所

（例）京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町○○○ （例）２ 日

（例）中京区上本能寺前町××× （例）１ 日

１ 日

２ 日

３ 日

４ 日

５ 日

６ 日

７ 日

８ 日

９ 日

１０ 日

合計 人  日

※

※

従事日数

（例）京都　太郎

（例）オイケ　ハナコ

指定緊急避難場所等運営従事者の傷害保険及び損害賠償責任保険　従事者報告書

　事故等の有無にかかわらず、全ての避難場所等運営従事者（保険対象者）の氏
名、住所及び従事日数を記載してください。
　また、「合計」欄には、従事人数及び従事日数の合計を記載してください。

　「従事日数」は、午前０時から午後１２時までの２４時間を１日として（暦日
数で計算）、従事日数の合計を記載してください。「指定緊急避難場所等運営従
事者の傷害保険及び損害賠償責任保険のご案内」に従事日数の考え方の例を記載
していますので、そちらも参照してください。

従事者氏名

避難場所等開設期間　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

様式⑲
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京都市印刷物第○○○○号  令和 8 年 3 月 京都市行財政局防災危機管理室 

        
〒604-0931 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町 450 番地の 2 
TEL 075-222-3210  FAX 075-212-6790 
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